
令和7年7月16日

NO 資料名 該当箇所 質問事項及び質問内容 回答

1 特記仕様書
P2

２行目
総合計画策定審議会(未設置)につきまして、委員はすでに選定済みで
しようか。それとも、今回の企画提案において提案してもよいでしようか。

委員の選定については、現時点（7/16時点）では未完了です。
現在、公募委員を８月から公募する予定です。
第１回会審議会については10月開催を想定しておりますので、企画提
案時に審議会委員の提案をいただいいたとしても、スケジュールの都合
上、内容を反映させるのは難しいと考えております。

2 特記仕様書
P2

3ｰ4行目
４ページ図

庁内組織1 , 2 (未設置)とは、4ページの図内における庁内決定機関
(部長・副長会)および検討部会(課長級)という認識でよろしいでしよう
か。

お見込みの通りです。
仕様書の図はあくまでもイメージですので、庁内組織に関する提案をい
ただく事は差支えありません。

3 特記仕様書
２ページ
９行目

産業別分野別対話の場(既設の枠組み有)につきまして、差し支えなけ
ればどのような枠組みでの意見交換等を想定されているか、ご教示くだ
さい。

4 特記仕様書
２ページ
９行目

産業別分野別対話の場(既設の枠組み有)と記載あります。
既設の枠組みについて概要を教えてください。(分野名、各分野の構成
員、人数、活動概況等)

5 その他 －

実施計画の策定の有無と策定している場合はデータをご提供いただけ
ないでしようか。
(総合計画の本編には基本構想、基本計画からなると記載があります
が、実施計画は策定いないのでしようか)

実施計画については、策定しておりません。
当市としては、総合計画があり、それを実現するものとして総合戦略があ
るという位置づけで今回の業務を進めていきたいと考えております。

6 その他 － 行政評価の概況について(実施内容や実施時期等) 現在、行政評価は実施しておりません。

南あわじ市第３次総合計画及び南あわじ市地方版総合戦略（仮称）
策定支援業務公募型プロポーザルに係る質問事項及び回答

　既設の取組みとして令和３年度から令和６年度にかけて市内延べ41
団体と実施しております。開催については団体を所管する関係課が調整
の上、開催。（参加人数は最大で20名（団体側10名：行政側10名、自
治会関係は団体側20名、行政側40名）程度
　これまでの開催を参考に①医療・福祉分野、②農林水産業分野、③商
工観光業分野、④防災分野、⑤教育分野、⑥市民協働等の分野の枠組
みを想定し、市と協議の上、意見聴取することを想定しています。
令和３年度（５回開催）
①消費者協会、②消防団、③老人クラブ、④猟友会、⑤青年農業士
令和４年度（16回開催）
⑥国際交流協会、⑦連合自治会、⑧瓦工業組合、⑨水交会、⑩手延素
麺協会、⑪果樹協会、⑫人権教育協議会、⑬PTA役員、⑭酪農振興会、
⑮部落解放同盟、⑯社会教育委員、⑰体育協会、⑱スポーツ推進委員
会、⑲農業委員、⑳手をつなぐ育成会（障がい者等の支援団体）、㉑文
化協会
令和５年度（16回開催）
㉒社会福祉法人連絡協議会、㉓遺族会、㉔和牛改良組合、㉕認定農業
者連絡協議会、㉖商工会、㉗温泉郷事業協同組合、㉘社会福祉協議
会、㉙観光協会、㉚保護司会、㉛更正保護女性会、㉜民生委員児童委
員連合会、㉝身体障害者福祉協会、㉞吉備国際大学、㉟花づくり協会、
㊱公益財団法人淡路人形協会、㊲いずみ会
令和６年度（４回開催）
㊳歯科医師会、㊴医師会、㊵連合自治会、㊶地域の若者グループ


